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提 案 理 由  

議案番号 提 案 理 由  

議案第１０２号  〔三次市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（案）〕 

令和７年人事院勧告及び国家公務員給与制度改正に伴い，

関係条例である三次市職員の給与に関する条例（平成１６年

三次市条例第７０号）ほか１条例の一部を改正しようとする

ものである。 

 

 

根 拠 法 令 

議案番号 根 拠 法 令  

議案第１０２号 〔地方公務員法〕（昭和２５年法律第２６１号） 

（給与，勤務時間その他の勤務条件の根本基準） 

第２４条 略 

２～４ 略 

５ 職員の給与，勤務時間その他の勤務条件は，条例で定め

る。 

 


